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茅野市コワーキングスペース（ワークラボ八ヶ岳）

プレイベント開催のお知らせ
2018年3月にJR茅野駅前にオープンするコワーキングスペース「ワークラボ八ヶ岳」。

施設の全体像やどんな活動をしていくのかなどについて、
市民のみなさんと共有するイベントを開催します。

白くするプロダクト作りにより、世界を自由な遊び
場に変える。そんなユニークな会社を目指し、エク
ストリームコミュニケーションギア「BONX Grip」
をグローバルに展開するベンチャー企業。

東京大学卒業後、ボストン・
コンサルティング・グルー
プにてハイテク領域・消費
材領域のプロジェクトに3
年半従事。その後㈱BONX
のアイデアを思いつき起業
し、CEO就任。尖石遺跡発掘
に尽力し、茅野市名誉市民
第１号である宮坂英弌氏の
親戚筋にあたる。

アイデア（Idea）とマラソン（Marathon）を掛け合わせた造語で、ある特定のテーマについて多様性のあるメンバーが集ま
り、対話を通じて、新たなアイデア創出やアクションプラン、ビジネスモデルの構築などを短期間で行うイベントのことを
いいます。

JR茅野駅直結

会場
吹抜

現「電脳ひろばBELEC（ベレック）」及び
「イベントスペース」

ベルビア ２階

「ワークラボ八ヶ岳」計画地

お問い合わせ：茅野市　商工課　工業・産業振興係　☎0266-72-2101（内線433）

Team BONX（㈱BONX）ゲスト

アイデアソン審査員／
  トークショー登壇者

宮坂貴大氏

ロンドン・ビジネス・スクール、
早稲田大学理工学部卒後、
東京三菱銀行、メリルリンチ
日本証券等を経て、フィデ
リティ投信にて企業分析・
投資アナリストとして活躍。
2017年8月より㈱BONX
にCFOとして参画する傍ら、
国内外のベンチャー企業等
を支援中。

アイデアソンファシリテーター

浅野 弘揮氏

東京大学大学院卒業後、ボス
トン・コンサルティング・グ
ループで主に製造業をクラ
イアントとし、中期戦略立案
から営業改革、新組織設計な
ど幅広い業務に従事。宮坂氏
と共に㈱BONXを創業し、
現在「BONX Grip」の開発・
生産を管掌。

楢崎雄太氏
／CTO

スケジュール
10:00～14:30 第一部　 アイデアソン

15:30～16:30　 第二部　 施設概要発表・トークショー

対象 ： 茅野市を中心とした諏訪エリアの大学生・高校生
人数 ： 16名（予定）
参加費 ： 無料
※見学の場合は、申込不要です。当日受付までお越しください。
※応募方法は追って告知いたします。

茅野市を中心とした諏訪エリアの大学生・高校生を対象に、茅野市の良さや課題をグループで
集中的に考えるアイデアソンを実施します。このアイデアソンを通じて、次世代を担う若い世
代に新規事業立ち上げの初歩を学んでいただくとともに、これまで気がつかなかった茅野市の
可能性などについて議論を深めていただきます。

第一部    アイデアソン 」ekatagustaY erutuF ruO「 マーテ

登壇者　　  ： 宮坂貴大（株式会社BONX CEO）
　　　　　       楢崎雄太（株式会社BONX COO／CTO）
モデレーター ： 矢部俊男（茅野市行政アドバイザー）
参加方法　 ： 当日会場受付までお越しください
参加費　　  ： 無料

来年3月にオープンするコワーキングスペース「ワークラボ八ヶ岳」には、茅野市を活性化する
ための様々な仕掛けが詰まっています。そして、これからこの場所を地域のみなさんと一緒に
創っていきたいと思っています。今回はオープン前イベントとして茅野市で活動されている
起業家の皆さんにご登壇いただいて、ご自身の起業体験や起業に必要なエッセンス、さらには
茅野市でのビジネスの可能性等についてお話しいただきます。

第二部    トークショー 』岳ヶ八ボラクーワ『点拠ンョシーベノイ発野茅「 マーテ
―私たちの考えるイノベーションとは」

開催日：12月2日（土）
時　間：10：00～16：30
場　所：JR茅野駅前「ベルビア」２階 

地画計」岳ヶ八ボラクーワ「           
　　　

◆ はと」）nohtaedI（ンソアデイア「 
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（現「電脳ひろばBELEC（ベレック）」及び「イベントスペース」）



ご家庭の廃棄物を回収しますご家庭の廃棄物を回収します 問い合わせ　美サイクルセンター
☎72－2905
問い合わせ　美サイクルセンター
☎72－2905

市内の廃棄物の不法投棄や野積みを減少させるため、日ごろ処理が難しい廃棄物の回収を行います。

※例年、持ち込まれる際に、混載（さまざまな種類を混ぜて載せている）が多く、降ろすのに手間取ってしまうこと
　があります。なるべく同系統に整理して持ち込みをお願いします。
注）◇オイル、シンナー、塗料、ペット砂（ねこ砂）、オイルエレメント、火薬、農薬などはお引き取りできません。
　　　また、アスベスト（石綿）やアスベスト含有建材（吹きつけやスレート板など疑わしいものを含む）は持ち込ま
　　　ないでください。
　　◇冷蔵庫の中身やファンヒーターの灯油、タイヤの泥等は取り除いてから持ち込んでください。
　　◇会計済みの廃棄物をお返しすることはできません。

小中タイヤ（直径70cm未満）
大タイヤ（直径70～80cm未満）
特大タイヤ（直径80cm以上）
小中タイヤ（直径70cm未満）
大タイヤ（直径70～80cm未満）
特大タイヤ（直径80cm以上）
小中タイヤ（直径70cm未満）
大タイヤ（直径70～80cm未満）
特大タイヤ（直径80cm以上）
小中タイヤ（直径70cm未満）
大タイヤ（直径70～80cm未満）
特大タイヤ（直径80cm以上）

ビニールシート（農業用） 
農業用マルチ 
ブルーシート 
ガラスくずおよび陶磁器くず 
石こうボード 
廃プラスチック 
建築廃材（木くず） 
紙くず（ふすま、クロス等） 
繊維くず 
ゴムくず 
網戸 
アルミサッシ（ガラス付き） 
断熱材（グラスウール） 
サイディング 
タキロン 
畳 
ブロック（コンクリート製） 
コンクリート塊 
ボイラー 
ポリバス 

600円
1,000円
1,800円
500円
900円
1,300円
1,200円
1,400円
2,100円
800円
1,000円
1,700円
500円
300円

テレビ15型以下
テレビ16～21型以下
テレビ22型以上
冷蔵庫170㍑以下
冷蔵庫171㍑～250㍑以下
冷蔵庫251㍑以上
洗濯機
衣類乾燥機
エアコン
エアコン（ヤンマー製）

１台
１台
１台
１台
１台
１台
１台
１台
１台

１台
１台
１台

１台
１台

2,600円～3,900円
3,700円～4,500円
4,100円～4,900円
5,300円～6,900円
6,400円～7,500円
6,900円～8,000円
3,700円～4,500円
3,500円～4,300円
2,500円～3,500円

11,000円

1,000円
500円
1,000円

500円
500円

タイヤ類

建築廃材類

家電製品

　農機具（耕耘機）
　農機具（トレーラー）
　農機具（コンバイン）

農 機 具

　バイク
　スクーター
　鉄類
　ホーローバス
　草刈り機（農業用）

機 械 類

　消火器（20型まで）
　消火器（50型）
　太陽熱温水器（屋根おき）
　便器（陶器）
　便器（プラスチック）
　バッテリー電池
　その他（品目によってはお受けできない物があります。）

そ の 他

１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本
１本

50円
50円
60円
60円
80円
60円
40円
60円
60円
60円
50円
50円
300円
60円
60円

1,300円
15円
15円
無料
90円

１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１kg
１枚
１kg
１kg

１kg

※家電リサイクル4品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類
　乾燥機、エアコン）は運搬料含む。

1,200円
4,500円

5,000円～15,000円
1,500円
2,000円
100円
応相談

１本
１本
１個
１台
１台
１㎏

無　料

※お帰りは諏訪中央病院方向へお願いします。

プール

陸上競技場

公園大橋

広場野球場

第
２
駐
車
場

上　
　
　

川

と　き　11月25日（土）
　　　　午前９時～11時（雨天決行）
ところ　茅野市運動公園 第２駐車場（広場野球場前）
主　催　美サイクル茅野（美化推進部会）
※当日は会場の渋滞が予想されますので、運動公園
　内を一方通行にします。係員の指示に従って移動
　してください（右図参照）。
回収品目、処理単価については下記のとおりです（金額は
内税です）。

ノ
ー
マ
ル
･

ス
タ
ッ
ド
レ
ス

ス
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ク

一輪車タイヤ（ホイル付き）
一輪車タイヤ（ホイル無し）

ホ
イ
ル
付
ホ
イ
ル
無

ホ
イ
ル
付
ホ
イ
ル
無
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観光まちづくり情報局 茅野市観光まちづくり協議会活動報告 Vol.3

問　茅野市観光まちづくり協議会（事務局：観光まちづくり推進室）
　　☎72－2101（内線451）

観光まちづくり協議会では、８月25日に第一回目の「プログラム体験」を行いました。

地域の人たちと一緒につくる旅行商品、「滞在交流プログラム」の質を高めるための試みです。

茅野の伝統工芸「信州鋸」は、優れた切れ味と耐久性で知ら

れ、御柱祭で使われる「薙鎌」も信州鋸の職人によってつくら

れています。江戸時代に技術が導入され、明治時代には数千人

もの職人がいたそうですが、今では市内にお二人しか残ってい

ません。

今回のプログラムでは、玉川山田に住むこの道55年の鋸職人、

両角金福さんの工場を訪れ、職人としての苦労ややりがい、鋸

にかける熱い思いを語っていただき、やすりで鋸の歯一つ一つ

を鋭く仕上げていく「歯入れ」を金福さんに実演してもらいま

した。その後、参加者自らやすりを握って歯入れの体験もしま

した。印象的だったのは金福さんの「もっと儲かる方法もあっ

たかもしれないが、『この鋸で仕事がしたい』と言ってくれる人がいる限り、品質を下げるわけにはいかないと思

って続けてきた」という言葉です。この地域に伝わる「諏訪の職人魂」が今も息づいていました。

参加者からは、「間近で職人さんの素晴らしい技術と人間性を見ることができて感動した」「消えてしまいそうな伝

統技術を、多くの人に知ってほしい」などの感想があり、残していきたい地域資源に光を当てる「滞在交流プログ

ラム」としての手ごたえを感じました。

田畑のまわりの土手や里山に生える雑草の中には、食べられるものがたくさんあります。北山柏原で生まれ育った両角

源秀さんは、こうした「摘み草」を見つける達人です。かつては料理店に納入して生計を立てていたこともありました。

今回のプログラムでは、参加者が源秀さんと一緒に野山で摘み草や山菜を採り、公民館で地元のおばあちゃんたち

から「衣をゆるめに（水を多めに）するといい」などと教わりながら、採っ

たものを天ぷらにしました。この日採れたのはよもぎ、ツユクサ、葛の

葉、うどの花などなど。これにおばあちゃんたちが腕によりをかけてつ

くった夕顔の煮物、虎瓜の味噌漬け、天寄せ、白ナスの素揚げといった

素朴な手料理を合わせて、み

んなで一緒にいただきました。

参加者からは「自ら採ったも

のを食べることで、自然の尊

さを身近に感じた」「力強く生

きてきたおばあちゃんたちが

清々しく、また会いたくなっ

た」などの感想をいただきま

した。

プログラム体験その１
「信州鋸と薙鎌から伝統技術を学ぶ」

プログラム体験その２「摘み草体験と郷土料理づくりで生きる力を学ぶ」

かねひろ

もとひで

のこぎり

なぎがま



広報ちの　2017.1115



広報ちの　2017.11 16

長野県では屋外広告物による危害

防止等のため、屋外広告物条例を

一部改正しました。

◆ 定期点検の実施

屋外広告物を表示し、設置し、又

は管理する方は、日常の補修その

他の管理に加え、危害防止等のた

め、簡易な広告物等を除くすべて

の広告物について、定期的に点検

を行わなければなりません。

○点検時期 

屋外広告物を表示、設置、改造し

た時及びその後３年以内ごと

○簡易な広告物等 

はり紙、はり札、立看板類、広告

幕類、アドバルーン、壁面等に描

かれたもの、法令で表示等が義務

付けられているもの

◆ 点検者の資格

広告物本体の高さ４ｍを超える屋

外広告物の点検を実施できるのは、

屋外広告士又は建築士、電気工事

士、その他屋外広告物条例施行規

則で定める者です。

◆ 点検結果の保管・報告

○点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。

○市長の表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に、直近の点検結果の報

告書を提出する必要があります。

◆ 一部改正の施行日

平成29年10月１日

○施行日において設置後３年経過している屋外広告物は、速やかな点検実施をお願いします。

詳しい内容は、長野県ホームページをご覧下さい

https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/kurashi/sumai/kokoku/jore/index.html

　問　長野県建設部　都市・まちづくり課　景観係　☎026－235－7348（直）

　　　茅野市　都市計画課　公園景観係　☎72－2101（内線536）

市 街 地

商 店 街

立看板

バナー

のぼり旗

のれん

館名板

のれん

貼り紙

貼り紙

※窓ガラスの内側に
　貼った貼り紙は屋
　外広告物には該当
　しない。

広 告 幕

広 告 塔

屋上看板

切 文 字

袖 看 板

壁面利用看板

アドバルーン

凡　例
屋外広告物に
該当する

屋外広告物に
該当しない
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申込方法　１．電話でお申し込みください。（申込開始時は電話が混み合い、繋がり難くなる場合もございますがご容赦く
　　　　　　 ださい。）
　　　　　２．申し込み時に、希望講座名（組名）・氏名・年齢・電話番号等を確認いたします。
　　　　　３．応募多数の場合は抽選により受講者を決定し、受講確定の電話を差し上げます。
　　　　　　　テキスト発注・納期の関係上、連絡日から2日間以内に連絡が付かない場合は受講キャンセルとなります。
　　　　　　　なお、抽選から漏れた方へは連絡いたしませんのでご了承ください。
　　　　　４．応募少数の場合は中止させていただく場合もありますので、ご了承願います。

茅野市情報プラザ　～パソコン講座参加者募集のお知らせ～茅野市情報プラザ　～パソコン講座参加者募集のお知らせ～

申込・問　茅野市情報プラザ　☎82－7602　茅野市豊平5000－1　諏訪東京理科大学　生涯学習センター内

Windows7、
Word2010を使用

◇講習日程　12／１（金）、12／５（火）、12／８（金）、12／12（火）、12／15（金）、12／19（火）
　　　　　　午前10時15分～午後０時15分（６日間の計12時間講習）
◇募集人員　定員10名（茅野市在住または在勤で受講条件を満たし、全日程受講できる方） 
◇受講条件　初めてのパソコン講習会受講者またはインターネット・メール等文字入力・マウス操作ができる方
◇参 加 費　受講料2,000円＋テキスト代1,000円　※講習会初日にお支払いいただきます。
◇講習会場　産業振興プラザ ミーティングルーム（駅舎併設 モンエイトビル２F）
◇申込期間　11／２（木）～11／15（水）午前10時～午後５時30分（月曜日は休館日）

講座①　初めてのワード講習会　～日常生活に役立つ文書を作ろう！～

◇講習日程　12／１（金）、12／５（火）、12／８（金）、12／12（火）、12／15（金）、12／19（火）
　　　　　　午後１時30分～３時30分（６日間の計12時間講習）
◇募集人員　定員10名（茅野市在住または在勤で受講条件を満たし、全日程受講できる方）
◇受講条件　初めてのワード講習会受講者またはワードで簡単な文書・表作成ができる方
◇参 加 費　受講料2,000円＋テキスト代1,000円　※講習会初日にお支払いいただきます。
◇講習会場　産業振興プラザ ミーティングルーム（駅舎併設 モンエイトビル２F）
◇申込期間　11／２（木）～11／15（水）午前10時～午後５時30分（月曜日は休館日）

講座②　初めてのエクセル講習会　～表計算ソフトの初歩を学びます～

◇講習日程　12／14（木）午後１時～４時（１日間の計３時間講習）
◇募集人員　定員５名（茅野市在住または在勤で受講条件を満たし、全日程受講できる方）
◇受講条件　WindowsおよびOffice（Word・Excel等）の基本操作ができる方
◇参 加 費　無料
◇講習会場　茅野市情報プラザ　多目的ホール（諏訪東京理科大学　生涯学習センター内）
◇申込期間　11／２（木）～11／16（木）午前10時～午後５時30分（月曜日は休館日）
※茅野市どっとネットで情報を発信される場合、事前に情報提供者として会員登録（無料）していただく必要があ
　ります。登録方法につきましては、茅野市情報プラザへお問い合わせください。

講座③　どっとネット簡易ホームページ作成講習会　～どっとネットの機能でホームページ作成～

茅野市成人式茅野市成人式 申込・問　生涯学習課　文化芸術係　☎72－2101（内線 632）

茅野市では、成人を迎える皆さんの前途を祝い励ますため、次のとおり成人式を開催します。

と　き　平成　　　　　年　　　月　　　日（日）
　　　　・受付　午後１時～午後１時40分　・式典　午後１時50分～　※終了予定　午後４時
ところ　茅野市民館マルチホール
該当者　平成９年４月２日～平成10年４月１日に生まれた市内在住者及び茅野市出身者で
　　　　他市町村在住者
申込方法　茅野市に住民票がある方には、11月上旬に開催のご案内をお送りしますので、
　　　　　同封の申込はがきにてお申し込みください。
　　　　　また、現在他市町村に在住で参加を希望される方は生涯学習課までご連絡ください。
申込期限　平成29年11月30日（木）
その他　新成人の方で、成人式を一緒に進行していただけるボランティアを募集しています。
　　　　ボランティアを希望される方は成人式出席希望と併せて生涯学習課までご連絡ください。
※酒気を帯びた方、まわりの方々に迷惑をかける方のご入場はお断りすることがあります。
※式典に相応しい服装でご出席ください
※特別な事情がございましたら生涯学習課までご連絡ください。

Windows7、
Excel2010を使用

30 1 7
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動いて、笑って、元気になる！

転ばぬ先の
筋力アップ講演会

・高齢者が運動することの意義と注意点　
・実際に体を動かして正しいラジオ体操のやり方を教わりましょう

講師紹介
株式会社日本体操研究所　所長
ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟副理事長
全国の企業・団体等への健康づくりの講演・実技指導を 
行っています。
NHKテレビ・ラジオ体操指導者として、2010年３月まで
29年間出演放送を続ける。

2017年12月５日（火）

午後１時30分～午後４時

茅野市役所　８階大ホール

長野信一　氏

申し込み先：茅野市役所　高齢者・保険課　高齢者福祉係

平日（土日祝日を除く）午前８時30分～午後５時15分

動きやすい服装でおこしください
運動ができる靴　水分補給の飲物

日　程

時　間

会　場

講　師

電　話

時　間

持ち物

定員
150名　　　　　　　平成29年11月13日から電話で受付します。
　　　　　　　定員に達しましたら、受付は終了します。
茅野市内に在住もしくは在勤・在学の方が申込対象です。

0266－72－2101　内線334、335番
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茅野市役所こども課こども・家庭相談係
諏訪児童相談所
長野県児童虐待・ＤＶ24時間ホットライン

児童相談所全国共通ダイヤル

☎72－2101　内線615・616
☎52－0056
☎0263－91－2413

☎189（※PHSや一部のＩP電話からはつながりません。）
イチハヤク

※匿名でかまいません。児童虐待でなかったとしても、責められることはありません。また、相談（連絡）していた
　だいた方のプライバシーは守られます。

子どもを虐待から守るための５か条

●「おかしい」と感じたら迷わず連絡（通告）【通告は義務=権利】 
●「しつけのつもり…」は言い訳（子どもの立場で判断） 
●ひとりで抱え込まない（あなたにできることから即実行） 
●親の立場より子どもの立場（子どもの命が最優先） 
●虐待はあなたの周りでも起こりうる（特別なことではない）

11月は「児童虐待防止推進月間」です。
　子どもの泣き声が聞こえませんか？
　大きなどなり声が聞こえませんか？
　あなたの声（通告）が支援の入り口になります。
　まわりの大人が、子どもの心の叫びに気づき、子どもの声を支援機関に
　つないでください。

児童虐待とは？

　児童虐待は、早急に解決すべき問題であり、子どもの「命」と「権利」、そしてその「未来」は社会全体で
　守らなければなりません。
　親が「しつけ」のつもりでも、子どもの心や身体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。

児童虐待の種類

＜身体的虐待＞
　身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼす行為。
＜性的虐待＞
　子どもにわいせつな行為をしたり、させたりすること。
＜ネグレクト＞
　心身の発達を妨げる著しい減食や長時間の放置、保護者としての監護を著しく怠ること。
＜心理的虐待＞
　著しい暴言や拒絶的な対応、子どもの心を著しく傷つける行為。
　子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう行為。

迷わず・悩まず、まずは連絡・相談を！

「虐待かな？」と思ったときは、連絡してください。子どもをひどく叱っている、泣き声が聞こえる、身体にあ
ざや傷がある、暗くなっても外にいる……など様子がおかしいと思ったときには相談（通告）してください。
「虐待かどうかわからないし……」「まちがいかもしれないし……」「きっと誰かが連絡しているはず……」と連
絡をためらわないでください。
“あなた”が気づいて、行動（連絡）することは、いろいろな悩みを抱えた保護者に問題解決のきっかけを与え
る第一歩となります。
「虐待相談（通告）をすること」＝「虐待をする親を責めること」ではありません。
虐待は、親の立場ではなく、子どもの立場で判断することが大切です。
子どもは、自分から「助けて」と言えません。気づいた大人が、子どもを助けなければなりません。
子育てには悩みがつきものです。子育ての悩みをひとりで抱え込むことが、いつの間にか児童虐待へとつなが
ってしまう場合があります。子育てに悩んだら相談してください。

虐待に関する相談（通告）や育児不安などの相談先
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近年、全国的に少子高齢化や人口減少等が進み、社会情勢は大きく変化しつつあります。茅野市

においてもこのような状況に対応していくため、都市計画に関する基本的な方針である「茅野市

都市計画マスタープラン」の改定及び「茅野市立地適正化計画」の策定を進めています。

この度、茅野市の人口動向や平成28年度に実施したアンケート調査結果等を踏まえ、「茅野市都

市計画マスタープラン」改定及び「茅野市立地適正化計画」策定の概要と方向性をとりまとめま

したので、幅広い市民の皆様からのご意見を募集します。

なお、詳細については、茅野市ホームページ（http://www.city.chino.lg.jp）または、下記の閲

覧場所でご覧いただけます。

応募期間　平成29年10月20日（金）から平成29年11月20日（月）まで

応募締め切り　平成29年11月20日（月）必着

応募資格　次のいずれかに該当する方

●市内に住所を有する方　　●市内の事務所又は事業所に勤務する方

●市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体

●市内の学校に在学する方　●市内に別荘等を有する方

応募方法

氏名（又は法人名）及び住所をご記入の上、次のいずれかの方法で書面

にて送付、又は持参してください。匿名及び電話での受け付けはして

いませんので、ご了承ください。なお、障害等により書面等での意見

の提出が困難な方は都市計画課までお申し出ください。

※意見提出者の氏名その他の個人情報は、第三者に開示・提供することはありません。

●電子メール　アドレス　toshikeikaku@city.chino.lg.jp

●郵送　〒391－8501　茅野市塚原２－６－１　茅野市役所　都市計画課　都市計画係

●ファックス　0266－82－0237

●持参　資料閲覧ができる施設（下記）へ直接ご持参ください。

資料の閲覧　茅野市ホームページ又は下記の施設で資料を直接閲覧できます。

　　　　　　茅野市役所４階都市計画課、各地区コミュニティセンター、茅野市役所ベルビア店

ご意見の公表

平成29年12月中に、茅野市ホームページ上で公表する予定です。なお、いただいたご意見に対

して、個別の回答はいたしません。また、同様のご意見は集約することがありますので、あらか

じめご承知ください。

パブリックコメントとは

市の重要な政策の形成過程において、事前にその政策案の概要などを公表して、広く市民の皆さ

んからご意見等を募り、寄せられた意見を考慮して意思決定を行う手続きです。

申込・問　都市計画課　都市計画係　☎72－2101（内線532、534）

「茅野市都市計画マスタープラン」改定及び「茅野市立地適正化計画」
策定に係るパブリックコメント（意見募集）

「茅野市都市計画マスタープラン」改定及び「茅野市立地適正化計画」
策定に係るパブリックコメント（意見募集）
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茅野市では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）第25条

に基づき、茅野駅周辺において重点的かつ一体的なバリアフリー化を図り、誰もが暮らしやすい

まちづくりを推進するため、「茅野駅周辺バリアフリー基本構想」の策定を進めています。この

度、茅野市の人口動向、障害者等の動向、既往のアンケート調査結果等を踏まえ、「茅野駅周辺

バリアフリー基本構想」の策定の概要と方向性をとりまとめましたので、幅広い市民の皆様から

のご意見を募集します。

なお、詳細については、茅野市ホームページ（http://www.city.chino.lg.jp）または、下記の閲

覧場所でご覧いただけます。

応募期間　平成29年10月20日（金）から平成29年11月20日（月）まで

応募締め切り　平成29年11月20日（月）必着

応募資格　次のいずれかに該当する方

●市内に住所を有する方　●市内の事務所又は事業所に勤務する方

●市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他の団体

●市内の学校に在学する方　●市内に別荘等を有する方

応募方法

氏名（又は法人名）及び住所をご記入の上、次のいずれかの方法で書面にて送付、又は持参してく

ださい。匿名及び電話での受け付けはしていませんので、ご了承ください。なお、障害等により

書面等での意見の提出が困難な方は建設課までお申し出ください。

※意見提出者の氏名その他の個人情報は、第三者に開示・提供することはありません。

●電子メールアドレス　kensetsu@city.chino.lg.jp

●郵送　〒391－8501 茅野市塚原２－６－１　茅野市役所　建設課　建設関連・バイパス対策係

●ファックス　0266－82 ー0235

●持参　資料閲覧ができる施設（下記）へ直接ご持参ください。

資料の閲覧　茅野市ホームページ又は下記の施設で資料を直接閲覧できます。

　　　　　　茅野市役所4階建設課、各地区コミュニティセンター、茅野市役所ベルビア店

ご意見の公表

平成29年12月中に、茅野市ホームページ上で公表する予定です。なお、いただいたご意見に対

して、個別の回答はいたしません。また、同様のご意見は集約することがありますので、あらか

じめご承知ください。

パブリックコメントとは

市の重要な政策の形成過程において、事前にその政策案の概要などを公表して、広く市民の皆さ

んからご意見等を募り、寄せられた意見を考慮して意思決定を行う手続きです。

申込・問　建設課　建設関連・バイパス対策係　☎72－2101（内線522）

「茅野駅周辺バリアフリー基本構想」の策定に係る
パブリックコメント（意見募集）

「茅野駅周辺バリアフリー基本構想」の策定に係る
パブリックコメント（意見募集）


